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Ⅸ.来日学生受け入れ 

 

交換留学生の派遣と受け入れは、それぞれのロータリークラブが主役です。派遣交換学生

のスポンサーとなったクラブは、当然ながら来日した交換学生を受け入れる義務があります。

そして、学生の毎月の小遣いやホストファミリーへの援助などの予算措置やその他の事前準

備が必要となります。以下、受け入れについて説明します。地区委員会は外国の交換地区、

交換するクラブ、及び交換学生との橋渡し役であり、このプログラムを成功させるためあら

ゆるサポートをします。 

 

 

１．ホストクラブ・カウンセラー・ホストファミリー共通事項 

１）私たち受け入れ側の役割 

国際ロータリー青少年交換プログラムにおいて、ホスト側（受け入れ側）の具体的な役

割は以下のとおりです。 

①交換留学生に「食」と「住」を与え高等学校に通わせ、その費用を負担します。 

②彼らがロータリー青少年交換留学生として国際理解と親善の為に行動し、日本の文化を

吸収する為のサポートをし、私たちも彼らの文化を理解し、あわせて国際理解と親善を

深めます。 

③来日学生は一般的に身体も大きく、日本の高校生より大人びた感じがします。しかし、

心の中はまだほんの子供です。時には親代わりとなって接触することが求められます。  

④日本での生活では最初にルールを決め、ルールに従って生活させることが大切です。 

 

 

２）出迎え 

来日時の空港への出迎えは、ホストロータリークラブ・カウンセラーが責任を持って行

ってください。第１ホストファミリーも同行をお願いします。ほとんどの来日学生は英語

を話すことができると思いますが、出迎え時の会話に心配がある場合は青少年交換学友（Ｒ

ＯＴＥＸ）の同行も可能ですので、事前に地区青少年交換委員長にお知らせください。 
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３）来日学生に確認 

①カウンセラー及び第１ホストファミリーは、来日学生のパスポート、ビザ、１年間有効

なオープンの往復航空券で来日したかを確認してください。航空券は来日学生の負担で

す。そしてパスポートの顔写真部分、ビザのスタンプ部分、航空旅券の主要部分を３部

コピーしてカウンセラー、第１ホストファミリー、地区委員が１部ずつ保管します。 

②来日学生は母国で、出発日から帰国日まで、日本全国をカバーした保険に加入してくる

ことになっています。保険はその国の平均的補償額を満たしているものであり、「傷害」

と「生命保険」をカバーしているものです。保険証書を確認のうえ、①と同様に主要部

分を３部コピーし、カウンセラー、第１ホストファミリー、地区委員が１部ずつ保管し

ます。 

③カウンセラー及び第１ホストファミリーは、来日学生の保護者と緊急時の母国への連絡

先を確認して保管してください。来日学生のアプリケーションフォーム第１ページには

保護者の連絡先の記載があります。また５ページの下段に緊急時母国への連絡先氏名と 

電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス等の記載があります。記載内容に間違いがない

か来日初日に学生本人に確認してください。そして緊急時連絡先の住所、メールアドレ

ス等についても①と同様に保管します。 

上記①、②、③の各１部を来日学生の第１回オリエンテーション時に地区委員に提出して

ください。（例年９月上旬予定。） 

 

 

４）危機管理について 

私たちは来日学生が日本で生活をするうえで、彼らの危機管理について十分に配慮する

必要があります。彼らが思わぬ事故にあわないとも限りません。パスポート、ビザ、航空

券、保険証書および母国の緊急時連絡先の確認はその第一歩です。 

後の説明でも出てきますが、外出や旅行など彼らの所在を把握しておくことが必要です。

これは皆さんのお子さん達に対するのと同様の扱いをお願いします。 

 

 

５）住民登録・健康保険加入 

来日後２～３日以内に最寄りの市役所で住民登録を行ってください（顔写真２枚必要）。 

また各ホストクラブは来日学生を国民健康保険に加入させてください（例：さいたま市
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の場合、月額約１万円）軽い怪我や病気については３割負担で医療を受けられます。 

銀行口座を開設希望の来日学生には、銀行口座を開設してください。海外からの送金を

考えると大きな銀行のほうが便利です。その際、銀行から本人確認書類が求められますが、

パスポートと仮住民登録票の提示、および保護者（カウンセラー等）の印鑑で認められる

ケースが多いようです（詳細は銀行窓口にて確認してください）。 

 

 

６）入学手続き 

ホストスクール（通学予定の高等学校）で入学の手続きをお願いいたします。制服・教

科書等の備品についてもホストクラブの負担で購入をお願いいたします。 

電車・バス通学の来日学生については、早めに学生証を発行してもらい、通学定期券を

購入してください。 

 

 

７）来日後の３週間 

来日学生は、日本の暑くて湿度の高い時期に来日します。日本の気候、習慣、周囲等の

環境に慣れるのに２～３週間程度かかります。特に日本の蒸し暑さには参ってしまう学生

が多いようです。この期間は、旅行はもちろん都内への観光等も控えていただき、ホスト

ファミリーとの生活や学校生活に慣れる時間と考えてください。 

母国で電車に乗り慣れている来日学生は少なく、一人で電車に乗れるようになるまでに

少し時間がかかります。 

学生が来日する日を地区青少年交換委員会より集中させ、全員が来日後、日本旅館にて

１泊２日の合宿を行います。そこでガバナー、地区青少年交換委員会、ＲＯＴＥＸ、来日

学生同士の顔合わせを行い、月報や外出届け等の提出書類の確認や日本の生活習慣（お風

呂の入り方、布団の敷き方、食事の仕方等）を体験し、神社への参拝や茶道の経験をしま

す（費用は地区青少年交換委員会が負担します）。 

来日学生の第１回オリエンテーションは例年９月初旬と、来日してから約２週間後です

が、まず第１ホストファミリー宅に慣れて落ち着く時間を考えてのことです。 

  

 

８）生活のルール 

来日学生が日本に来る前に、地区委員会より本人宛に「来日学生ガイドライン｣を送付し、

来日学生本人と保護者のサインの入った誓約書が送られてきています。 

その中の大きなルールが「４Ｄルール」ですが、これは世界のロータリー青少年交換プ
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ログラムの共通ルールです。しかし第２７７０地区では１項目追加した「５Ｄルール」を

採用しています。 

これは来日学生の第１回オリエンテーションでも再度説明します。 

 

５Ｄルール 

ロータリー交換留学生は、下記５つ（５つめは当地区独自）の「Ｄ」が禁止されています。 

・Ｄｒｉｖｅ（自動車、オートバイの運転） 

・Ｄｒｉｎｋ（飲酒） 

・Ｄｒｕｇ （麻薬、喫煙） 

・Ｄａｔｅ （友情を超えた不純異性交遊） 

・Ｄａｎｇａｒｏｕｓ Ａｒｅａ（危険地域＝大宮南銀等での飲食店・カラオケ店入店は

禁止） 

また、ビザの関係などから、学生は収入を伴う勤労やアルバイトも禁じられています。 

 

 

９）食事 

食事はホストファミリー宅で家族と同じ通常の食事にしてください。来日学生はお客様

ではありません。特別のことを考える必要はありません。ただし、食物アレルギー等は初

日に本人に確認のうえ、ご配慮をお願いします。 

 

 

１０）お風呂 

来日学生の中には、入浴時に湯船に浸かる習慣がなく、シャワーだけで済ませる学生も

います。日本の「お風呂」について教えてあげたうえで、湯船に浸かるかどうかは本人に

考えさせてもいいでしょう。また、いわゆる「朝シャン」ですが、朝の忙しいときにお風

呂場や洗面所を独占することにもなりますので、こちらは時間帯などのルールを決めると

よいでしょう。 

国によっては水が貴重とされていて、毎日の入浴や頻繁に洗濯をしない習慣があり、遠

慮している場合もあります。 

 

 

１１）小遣い 

ホストクラブは来日学生に毎月１万円のお小遣いを渡してあげてください。これは世界

中のロータリー青少年交換プログラムの共通ルール（月額１００米ドル程度）となってい
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ます。（小遣いの額はその国の物価等によって多少の違いがあります。） 

原則としてそれ以上の小遣いは不要です。それ以上は来日学生が本国から持ってきた、

または本国の家族が送金してきたお金でまかなうことになります。お正月のお年玉も数千

円程度とし、現金を持たせ過ぎないようにしましょう。 

 

 

１２）通学時の昼食代 

ホストファミリーは来日学生がホストスクールへ登校する日は、お弁当又は学校の食堂

で昼食を買える程度のお金を持たせてください（１日あたり５００円程度、ホストスクー

ルの食堂で価格を確認してください）。 

 

 

１３） 電話 

  電話について、今日ではほぼ全員の来日学生が来日時にスマートフォンを持参してくる

と思われます。スマートフォンがあれば、アプリ等を活用して、国際電話より安価または

無料で国際通話が可能です。例えば、ホストクラブでいわゆる「格安ＳＩＭ」（月額９８０

円～数千円程度、外国人は契約が困難な場合もあるので、例えばクラブ会長やカウンセラ

ー名義にて）を契約して、来日学生にＳＩＭカードを使用させ、基本料金を超えた分は学

生本人に支払わせる等でよいでしょう。もし緊急時など、どうしても本国への国際電話が

必要な場合は、コレクトコールまたは通話料相当分を本人に支払わせてください。 

 

 

１４）インターネット 

来日学生は、学業や月例報告のために、ノートパソコンを持参しています。その通信の

ためにはＷｉ－Ｆｉ環境が必要となります。Ｗｉ－Ｆｉ環境を備えているホストファミリ

ーが多いかと思われますが、もし環境がない場合は、光回線工事等は大変ですので、例え

ばホストクラブにてポータブルＷｉ－Ｆｉ（月額数千円程度）を契約し、ホストファミリ

ー宅に貸与していただく等で対応してください。 

また、学生が自室でインターネットに没頭してしまい、ホストファミリー内で孤立して

しまわないよう、インターネットの利用時間についてルールを決めるなどし、ホストファ

ミリーと来日学生とがリビングで一緒に過ごす時間を大切にしましょう。 
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１５）門限 

「門限は２２時（＝午後１０時）」とし、必ず守らせてください。 

（ホストクラブメンバーやホストファミリーなどの大人と一緒の外出は除く。） 

 

 

１６）外出・旅行について 

①日常の外出・旅行 

来日学生が外出する際は、行き先と帰宅予定時間をホストファミリーに伝え、予定よ

り帰宅が遅れる場合や、夕食が要らない場合等は、ホストファミリーに電話連絡を必ず

する習慣をつけさせてください。 

ホストクラブやホストファミリーの方も来日学生を外出や旅行に連れて行くことがあ

ると思いますが、華美に走らぬようご留意ください。 

 

②地区外への宿泊を伴う旅行 

世界のロータリー青少年交換プログラムの共通ルールとして、来日学生が地区外へ１泊

以上の旅行をする時には、事前に下記の条件があります。 

ａ）来日学生が１人で、また学生たちだけで行かせないこと。必ず誰か保護者が同伴す

ること。 

ｂ）母国の保護者の承諾があること。 

ｃ）カウンセラーの承諾があること。 

ｄ）ホストファミリーの承諾があること。 

ｅ）地区青少年交換委員長への事前連絡があること。 

→必要書類を配信しますので、事前に提出をお願いいたします。 

 ☞ Ⅺ．来日学生各種届出書類について 参照。 

【連絡先】 地区青少年交換委員長 樋口 雅之 

メール： masa@arc2006.jp  ＦＡＸ： ０５０－３７３０－２８２７ 

 

③地区青少年交換委員会主催の旅行 

地区青少年交換委員会では、例年、来日学生に対して２回の旅行を計画しています。 

これはオプションで希望者のみの参加となりますが、できるだけ多くの参加を期待し

ています。希望表を事前に来日学生に送付してあり、来日前に地区委員会に送付する事

になっています。 

ａ）京都・広島旅行（２泊３日・例年３月実施）  

ｂ）スキー旅行  （２泊３日・例年２月実施） 
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参加希望の来日学生は、来日時に参加費用を持ってきますので、９月末迄に地区青少

年交換委員会指定の銀行口座へお振込みください。スポンサークラブは、旅行費用を負

担せず、必ず来日学生本人（本国の家族）負担としてください。 

 

 

１７）日本語について 

ここ数年、地区青少年交換委員会主催、市民ボランティアの協力で７か月間の日本語教

室を開催しており、留学期間中の来日学生の日本語会話能力は従前よりも伸びている傾向

があります。日本語検定試験を受けて帰国する学生も多数います。 

地区青少年交換委員会主催の日本語教室は、日本語の習得の他に来日生仲間と会えるチ

ャンスでもあり、ホームシックの予防にも役立っているようです。なお、この日本語教室

への往復交通費はホストクラブの負担にてお願いいたします。 

 

日本語の上達度については、本人の意識の持ち方にもよりますが、これまでの来日学生

の傾向を見ていますと、来日後３カ月過ぎからカタコトの理解ができるようになります。

来日６カ月を過ぎると大概の日常会話はできるようになっています。日本語の勉強につい

ては以下のように考えています。 

①ホストファミリーはなるべく日本語を話すようにする。色々な単語や言い回しを教える。 

②通学高校で日本語のカリキュラムを組んでもらう。 

③財団法人埼玉国際交流協会の下部機関では市民ボランティアによる外国人のための日本

語教室を開いており、県内に１００ケ所程度あります。教室はほとんどが公民館や公共

施設です。料金は低額で無料の教室もあります。通い易い教室があるかどうか、インタ

ーネットのホームページに紹介がありますので、活用いただくのもよいでしょう。 

（ http://www.saitama-j.or.jp/~sia/Japanese/top.htm ） 

 

 

１８）ホームシック 

来日学生のほとんどがホームシックにかかります。来日早々に症状がみられる学生もい

れば、日本での生活に慣れてきた２～３ケ月後に症状が出てくる学生もいます。 

特効薬はありません。普段どおりに接し、長時間自室に籠ることのないようにし、あと

は本人の頑張りによります。 
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１９）来日学生との接し方（うまくいかない例） 

①自分の子供と同じように扱えばよい、との事で厳しく接した。 

②日本の文化や言語を学びに来たのに、学校では日本人の友達もつくらず、他の来日学生

としか付き合わない状況を見た時。 

③注意しても約束を守らなかったり、連絡なしに門限を破るなどの行動がみられる時。 

➡来日学生はお客さんではありませんが、反面、最初から自分の子供にはなりません。 

来日学生本人も、新ホストファミリー宅に来た当初は、このホストファミリーとはうま

く行くのだろうか？という不安な気持ちで生活を始めます。 

お互いの思いやりと時間の積み重ねにより信頼関係が深まります。 

規則正しい生活をさせ、なるべく会話を持ちましょう。 

また「体育会系より文科系」の扱いがベターと考えます。 

外見は、身体は大きいし運動もできるだろうと思いがちですが、そうとは限りませんし

強要するとハラスメントになってしまいます。 

また、この子はこういう子なんだと認め、彼らは彼らなりに、日本を感じて、日本を理

解しようと努力しているんだと、見守ってあげてください。 

ただし、決められているルールを破ったら、きちんと説明をしたうえで、きちんと叱っ

てあげてください。 

 

２０）問題点は小さなうちから、芽を摘みましょう 

来日学生は、来日前に母国のロータリーで開催されるオリエンテーションに参加して、

ロータリーの青少年交換留学について、またそのルールについて十分理解することになっ

ています。しかし国によってはオリエンテーションも受けさせないで派遣させてくること

もあります。 

母国でのオリエンテーション参加が少なく、ロータリー青少年交換についてまたそのル

ールについて理解が足りない来日学生に対しては、第２７７０地区青少年交換委員会で再

度オリエンテーションを行う予定です。 

来日学生に問題となるような行動がありましたら、遠慮なく地区担当委員までご連絡く

ださい。お互いの話し合いの中で解決を図ることを考えています。 

日本からの派遣学生が派遣先でうまく行かない場合の多くは、派遣学生がホストファミ

リーに何も言わず部屋に閉じこもってしまう時です。同様に、来日学生がホストファミリ

ーに何も言わず部屋に閉じこもり始めたら、危険信号かも知れません。ホストファミリー

はすぐにカウンセラーに連絡してください。カウンセラーは地区委員にすぐに連絡をして

ください。 



37 

 

２１）ホストクラブの例会への出席 

最低でも月に１回はホストロータリークラブの例会に出席させてください。 

 

 

２２）第２７７０地区青少年交換委員会からホストクラブへの連絡 

来日学生のオリエンテーションやイベントのご案内、ＲＯＴＥＸが開催するイベントの

案内等は各ホストクラブがガバナー事務所へ登録したメールアドレス宛にメールにて連絡

します。日々のメールの確認をお願いいたします。 

 

 

２３）強制送還 

青少年交換プログラムの規則を守れなかったり不真面目な来日学生は、留学途中であっ

ても本国へ送還されることがあります。 
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２．ホストクラブ（受け入れクラブ）の義務 

１）青少年交換委員会の設置 

青少年交換委員会は、青少年奉仕部門に所属する委員会として位置づけられています。 

 

 

２）ボランティア誓約書の作成 

ボランティア誓約書を作成し、このプログラムに関わる人すべて（ロータリアン以外も）

にサインをしていただきます。誓約書は、地区の担当委員に提出してください。地区事務

所にて保管します。 

 

 

３）ホストスクール（受入高等学校）の選定 

原則として、派遣学生の在学高校をホストスクールとしますが、在学高校による受け入

れが難しい場合（例：男子校・女子校など）は、青少年交換プログラムに理解を示し、積

極的に来日学生を受入れる意思のある高等学校を選定することが望ましいでしょう。 

 

 

４）ホストスクールへの説明 

以下の点についてホストスクール側の理解を得ることが必要です。 

①このプログラムは国際親善、国際理解を主な目的としています。 

②１年間に限っての留学です。  

③学校における教育活動を優先させます。 

青少年交換委員会は、学校の行事を予め知らせてもらいます。クラブ行事や地区行事

は学校の教育活動に差し障りの無いように配慮しましょう。また、予めロータリーの

行事等の日程を学校に通知するとよいでしょう。 

④積極的に外国人学生を受け入れることは、在校生に良い刺激を与えます。 

 

 

５）来日学生の通学 

通学は、来日学生の重要な目的のひとつであり、クラブの関係者は常に学校当局と緊密
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な連絡を保持し、ＰＴＡとしての役目を果たしてください。来日学生受入後なるべく早い

時期に登校するように手配してください。毎日学校へ喜んで登校したがるようになれば半

ば成功と考えられます。 

 

 

６）予算措置 

受入れに要する教育費（教科書、学生服、靴、地区委員会主催の日本語教室への往復交

通費、その他）、生活費（ホストファミリーへの補助、来日学生のお小遣い）などはホスト

クラブの負担です。 

なお、来日より帰国までの１年間がロータリーの年度と一致しないことも留意し、予算

の分割など、次年度会長との綿密な引継ぎが必要です。ホストスクールが授業料を免除す

る例が多いですが、事前に打ち合わせをして確認してください。 

 

 

７）カウンセラーの選任 

カウンセラーは来日学生の日本滞在中に「親代わり」として指導相談にあたります。 

会長は会員の中から次のような人を選んでください。 

①カウンセラーは原則ホストファミリー経験者とします。但し、カウンセラー任期中はホ

ストファミリーを引き受けないこととします。なぜなら、学生・ホストファミリー・青

少年交換委員に対して公平な立場での対処が望まれるからです。もしカウンセラーがホ

ストファミリーを兼務すると、万一来日学生とホストファミリーの間で何らかのトラブ

ルがあった際に、学生が相談する相手が居なくなってしまいます。 

②カウンセラーは①と同じ理由で、青少年交換委員会に属さず、委員長や委員を兼務しな

いこととします 

③カウンセラーは豊富な人生経験を有し、良く相手の立場を理解し謙虚に相手の話を良く

聞く誠実な人物であることとします。 

④カウンセラーの任期は、ロータリー年度に関わらず交換学生在日期間中とします。 

 

 

８）行事日程 

ホストクラブ及びホストファミリーが旅行その他の行事に来日学生を参加させるときは、

予め決まっているホストスクールの行事（修学旅行、運動会、文化祭等）や地区青少年交
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換委員会の行事（地区大会、オリエンテーション、旅行、スキー、キャンプなど）と日程

が重複しないよう配慮してください。学校の修学旅行や各種行事は大変良い経験になりま

すので、可能な限り参加させてあげてください。 

 

 

９）会員全員で招待 

ホストクラブ会員が来日学生をそれぞれの家庭で食事に招待したり、旅行に招待したり

することを奨励しましょう。週末の一泊旅行や長期休暇中の数日の旅行、ピクニック、映

画、観劇などへの招待は、来日学生の交友の輪を広げるだけでなく、ホストファミリーの

負担を少しでも和らげることになります。クラブによってはこれを制度化し、ホストファ

ミリー以外の全会員が順番に一年を通じて来日学生を招待しているケースもあります。 

 

 

 

 

 

 

３．ホストファミリー 

１）ホストファミリーの選定 

ホストクラブの青少年交換委員会は、来日学生の受け入れが決まった段階でホストファ

ミリーを選定しなければなりません。ホストファミリーは、１年間で４～６軒程度が望ま

しく、その選定にあたっては、以下のような配慮をしてください。 

①ロータリアン 

ａ）当該年度の派遣学生の家庭。 

ｂ）来日学生と年代の近い子供がいる家庭。 

ｃ）青少年交換プログラムに協力的な家庭。 

②ロータリアン以外 

ａ）当該年度の派遣学生の家庭。 

ｂ）来日学生を預かりたいという、ボランティア精神あふれる家庭。 

ｃ）かつて子弟を交換留学生として派遣したことがある家庭。 

ｄ）今後、子弟をロータリー青少年交換プログラムに応募させたい家庭。 
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２）ホストファミリーの心構え 

①来日学生は、あなたの家族の一員です。家族の一員として愛情に満ちた対応をしましょ

う。必要にして最小のもてなしで結構です。過保護・過剰なサービス・放任・放縦にな

らないようにしましょう。また、決してお客様扱いしないように気をつけましょう。 

②ホストファミリーは、学生の健康、通学、交友などの心身両面の安全を確保する責任が

あります。ホストクラブの関係委員と綿密に連絡を取ってください。 

③ホストスクールとも連絡をとり交換学生の意見・疑問をよく聞いて話し合い、はっきり

した方針をもって、来日学生が途方にくれることのないように気を配ってください。 

④来日学生にロータリアンや家族との話し合いの場を出来るだけ多くもたせ、１日でも 

早く日本の生活に慣れさせるようにしましょう。そして、お互いの風俗・習慣・言語な

どのギャップをなくすよう配慮してください。そのためにも、ホストファミリーご夫妻

を来日学生から「お父さん」「お母さん」と呼ばせるよう初日に取り決めてください。 

 

 

３）受け入れる前に 

①第１ホストファミリーは、来日学生が決定したら、なるべく早く来日学生とメールにて

コミュニケーションを取り始めてください。来日学生を安心させましょう。 

②各ホストファミリーはクラブの担当委員を交えて充分に打ち合わせをし、ホストファミ

リー間であまり差異がないように心掛けてください。 

 

 

４）受け入れに際して 

①来日学生到着時、第１ホストファミリーはクラブ関係者と共に指定された空港へ行き、

温かく迎えてください。 

②到着当日は来日学生本人も疲れているので、無理なスケジュールを組まず休ませてあげ

てください。 

③交換学生は定められた外貨を持ってきています。来日学生本人およびカウンセラーと相

談のうえ、円貨に両替し貯金をさせるなど必要に応じて対応してください。 

④来日学生のパスポート、保険証はカウンセラーに預けさせてください。 
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５）ファーストナイトクエスチョン（Ｆｉｒｓｔ Ｎｉｇｈｔ Ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ） 

   ➡ ※別添資料参照。 

来日学生がホストファミリー宅へ到着した初日の夜に、ファミリーと学生の間で最初に

相談して、取り決めておきたい各項目の例を和文と英文で列挙しております。よく相談の

うえ、２部作成し、ホストファミリーと来日学生の双方で持っておきましょう。 

 

６）学校生活 

①来日学生はホストスクール（高等学校）に通学することになります。制服、教科書等の

備品は、ホストクラブの費用で準備します。 

②ホストスクールの担任教師と常に連絡を取り、良き保護者として行動してください。 

③ホストスクールの先生等にお願いをして、早めに良い友達を紹介してもらいましょう。

学校に友達ができると学校生活に早く溶け込み、言葉も早く覚えるようになります。 

可能ならば、来日学生に先生から担当生徒を選任していただくとよりよいでしょう。 

 

 

７）日常生活 

①来日学生は家族の一員となります。日本のホストファミリーは、ともするとお客様扱い

をしてしまいがちです。適度に家事を手伝わせるなど家族に馴染ませるようにしましょ

う。あくまでも自分の子供と同じように扱い、家庭のしきたりに従わせてください。 

②来日時、来日学生はほとんど日本語を話せません。しかし、日本での生活は日本語です

るものだと明確にし、日本語で押し通したほうが本人のためにもなります。人にもより

ますが、３カ月くらいでだいぶ日本語が理解できるようになります。話せるようになる

までには、６カ月位かかることが多いようです。 

③食事はホストファミリー宅で通常食べている食事で十分です。来日学生はお客様ではあ

りません。特別のことを考える必要はありません。ただし、食物アレルギー等は初日に

本人に確認のうえ、配慮してください。 

④寝具、トイレ、風呂などについても日本式で大丈夫です。来日学生の中には、入浴時に

湯船に浸かる習慣がなく、シャワーだけで済ませる学生もいます。日本の「お風呂」に

ついて教えてあげたうえで、湯船に浸かるかどうかは本人に考えさせてもいいでしょう。

また、いわゆる「朝シャン」ですが、朝の忙しいときにお風呂場や洗面所を独占するこ

とにもなりますので、こちらは時間帯などのルールを決めるとよいでしょう。 
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⑤下着類の洗濯は自分でさせた方がよいでしょう。これも、初日に洗濯の方法、干す場所

等、きちんと取り決めておきましょう。 

⑥毎月のお小遣い（月額１万円）は、ホストクラブが支給します。 

⑦「門限は２２時（＝午後１０時）」とし、初日に約束し、必ず守らせてください。 

（ホストクラブメンバーやホストファミリーなどの大人と一緒の外出は除く。） 

⑧電話について 

今日ではほぼ全員の来日学生が来日時にスマートフォンを持参してくると思われます。

スマートフォンがあれば、アプリ等を活用して、国際電話より安価または無料で国際通

話が可能です。例えば、ホストクラブでいわゆる「格安ＳＩＭ」（月額９８０円～数千円

程度、外国人は契約が困難な場合もあるので、例えばクラブ会長やカウンセラー名義に

て）を契約して、来日学生にＳＩＭカードを使用させ、基本料金を超えた分は学生本人

に支払わせる等でよいでしょう。もし緊急時など、どうしても本国への国際電話が必要

な場合は、コレクトコールまたは通話料相当分を本人に支払わせてください。 

⑨インターネットについて 

来日学生は、学業や月例報告のために、ノートパソコンを持参しています。その通信の

ためにはＷｉ－Ｆｉ環境が必要となります。Ｗｉ－Ｆｉ環境を備えているホストファミ

リーが多いかと思われますが、もし環境がない場合は、光回線工事等は大変ですので、

例えばホストクラブにてポータブルＷｉ－Ｆｉ（月額数千円程度）を契約し、ホストフ

ァミリー宅に貸与していただく等で対応してください。 

また、学生が自室でインターネットに没頭してしまい、ホストファミリー内で孤立して

しまわないよう、インターネットの利用時間についてルールを決めるなどし、ホストフ

ァミリーと来日学生とがリビングで一緒に過ごす時間を大切にしましょう。 

⑩病気や怪我等万一事故が起きた時には、本人の持っている保険か、国民健康保険などを

利用してください。万一重大な病気や事故が発生した場合カウンセラーと相談して対応

してください。 

⑪５Ｄルール 

ロータリー青少年交換留学生は、下記５つ（５つめは当地区独自）の「Ｄ」が禁止され

ています。 

・Ｄｒｉｖｅ（自動車、オートバイの運転） 

・Ｄｒｉｎｋ（飲酒） 

・Ｄｒｕｇ （麻薬、喫煙） 

・Ｄａｔｅ （友情を超えた不純異性交遊） 

・Ｄａｎｇａｒｏｕｓ Ａｒｅａ（危険地域＝大宮南銀等の飲食店・カラオケ店等への入
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店は禁止） 

また、ビザの関係などから、学生は収入を伴う勤労やアルバイトも禁じられています。 

⑫その他、青少年交換プログラムの規則を守れなかったり不真面目な来日学生は、留学途

中であっても本国へ送還されることがあります。 

 

８）外出・旅行 

①外出する際は、必ずホストファミリーに行き先と帰宅時間を伝え、帰宅が遅れる場合に

は必ず電話をさせます。電話したからといってよいわけではなく、遅れる場合には、理

由をきちんと説明させ理由が認められない場合には、きちんと叱って反省させましょう。 

②夜間の単独外出および子供どうしでの外出は禁止です。 

③来日学生は色々な行事や旅行などに招待されたり、勧誘されたりします。その場合には

たとえロータリアンからのお誘いであっても必ず事前にホストファミリーとカウンセラ

ーに相談してから受けるように指導してください。 

④地区外へ外出や旅行する場合には、必ず所定の書式によりカウンセラーに届け出てくだ

さい。 ☞ Ⅺ．来日学生各種届出書類について 参照。 

 

 

９）経費 

①クラブから支給される月額１万円のお小遣い以外、余分な金銭を与えることは避けてく

ださい。他のホストクラブや別のホストファミリーの迷惑にならないように配慮をお願

いします。 

②来日学生の個人的旅行の費用、電話代、切手代、衣料、日用品など、プライベートな費

用は、本人負担です。 

③来日学生が本国から持参した現金は、緊急の場合や必需品以外なるべく使用させないで

ください。 

 

 

１０）報告 

①ホストファミリーは、毎月「来日学生月例報告書」に必要事項を記入してカウンセラー

を通じて、地区に提出してください。 
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②来日学生本人にも「月例報告書（マンスリーレポート）」の提出を義務付けています。 

カウンセラーを通じて地区に提出させてください。 

③ホストファミリーを移動する際には、予定が明確になった段階で、早めに「ホストファ

ミリー移動報告書」を地区委員に提出してください。 

 

 

１１）贈り物 

外国では誕生日、クリスマスなどの特別な日以外には、あまり贈り物をする習慣があり

ません。他のホストファミリーとのバランスを保ちトラブルを防ぐためにも来日学生への

必要以上のプレゼントは避けましょう。 

 

 

１２）帰国に際して 

１年間日本に滞在すると、持ち帰る荷物が多くなります。帰国する１カ月くらい前から

安い運賃で送れる航空便（ＳＡＬ便 ※６）などで不必要になった荷物を徐々に発送させる

ようにしてください。 

（※６）ＳＡＬ便（サルびん ＝ Ｓｕｒｆａｃｅ Ａｉｒ Ｌｉｆｔｅｄ） 

トラックでの陸送と航空機での輸送を組み合わせた国際輸送サービスのこと。ＡＩＲ便より安価

で、船便より早い。 

 

 

 

 

４．カウンセラー 

１）主な役割 

カウンセラーは、来日学生・ホストファミリー・ホストスクール・地区青少年交換委員

会と常に連絡を取り合うことでトラブルの発生を未然に防ぎます。学生やホストのあらゆ

る相談にも親代わりとなって親身に応じます。留学期間中の来日学生が無事その目的を達

成できるよう、時には関係者全員に必要なアドバイスをするなどの重要な役割を担います。 

万一、トラブルが発生した場合には、地区青少年交換委員と連絡を取り、直ちにその対

応策を協議し解決するよう努めてください。また、交換学生の旅行や特別事項の許可も行
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ないます。 

 

 

２）出迎え 

①第１ホストファミリーと共に、空港へ来日学生を迎えに行きます。 

②来日学生が無事到着した旨を、本国の両親にメールで速やかに通知します。 

 

 

３）来日学生ガイドライン（英文）の説明と署名 

来日初日に来日学生に「来日学生ガイドライン（英文）」を提示および全文を読み上げ、

学生本人に内容を確認のうえサインさせてから、ホストファミリーに引き渡してください。 

 

 

 

４）ホストスクール（受け入れ高等学校） 

①来日学生・ホストファミリーに付き添ってホストスクールへ行き、入学手続きを行って

ください。学校長および担任の先生に面談し、１年間お世話になる御礼と本年度のスケ

ジュールについて相談してください。 

②高等学校の授業料の免除をお願いしてください（可能な限り、これは事前に済ませてお

いてください）。 

③制服・カバン・教材等の備品は卒業生のもの等を活用できないか、ホストスクールと相

談してください。 

④来日学生は、定期テスト期間中や就職・進学相談日等、学校が休みになるケースが多い

ので、毎月学校のスケジュールを入手し、休みの日の活用を考えましょう。 

⑤特段の理由がない限り、学校を休ませないように指導してください。 

 

 

５）確認事項 

①来日学生の到着後、極力早期に来日学生と話し合う機会をつくり、学生と親代わりの関

係を確立しましょう。 

②ガイドラインは、来日前に来日学生本人に送っており了承しているはずですが、重要な
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ルールについては項目別に話し合い、理解しているかどうか確認してください。 

③ホストスクールおよびその通学ルート、ホストファミリーのルールなどについて教えま

てください。また、一般的な日本の習慣に従うことの大切さを教えましょう。特に、ホ

ストファミリーとのルールについては、最初からきちんと話し合うことが大切です。 

④金銭的な面については、十分に確認します。特別な出費のための銀行口座の開設とその

利用手順などもよく指導してください。 

⑤来日学生のパスポート、帰国航空券、保険証券等の重要書類を保管します。その際、以

下の項目を確認してください。 

・パスポート・航空券の有効期間（帰国時にパスポートが期限切れにならないか注意） 

・日本入国ビザが入国時から１年となっているかどうか。 

 

 

６）転入届（住民票の取得）および 国民健康保険の手続き 

◆転入届（住民票の取得） 

日本での住所が決まったら、居住地の市役所・区役所等に届け出が必要です。 

入国審査時に在留カードを交付された方は在留カードを、後日交付となった方はパス

ポートを持参して手続きを行います。 

手続きに必要となるのは転入・転居・転出などの際に共通して使われる「住民異動届」

という書類で、市役所、役場の窓口に用意されています。 

手続きが済むと日本人と同様に住民票が作成され、必要な時には有料で住民票の写し

の交付を受けることができるようになります。 

日本に来てから１４日以内に届出しなくてはいけないため、うっかり忘れてしまわな

いようにくれぐれも注意しましょう。 

 

◆国民健康保険 

転入届の提出と同時に手続き可能です。 

日本に中長期的に滞在する外国人は、留学生であっても国民健康保険に加入する必要

があります。思いがけない病気や怪我によって治療を受けることになった場合、国民健

康保険に加入していないと高額の医療費が全額請求されることになりますが、加入して

いれば医療機関窓口での支払いが３割負担で済みます。 
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７）休日の過ごし方 

①日本人の友人ができるような環境をつくってあげましょう。 

②来日学生をクラブ例会に出席させ、自国の文化や日本の印象を日本語でスピーチする機

会をつくりましょう。 

③地域のお祭りや行事など日本の文化の収集に役立つことに積極的に参加させましょう。 

④来日学生個人での無断外泊は厳禁です。それ以外の外泊や旅行は、カウンセラー・ホス

トファミリーに計画書を提出させ外泊先に確認します。 

 

 

８）クラブ行事への参加 

クラブ行事には学業に支障のない限り出席させましょう。これはクラブのメンバーやそ

の家族との親善交流を図るうえで非常に重要です。予め学校に連絡し、出席できるように

お願いしておきましょう。 

 

 

９）地区外への旅行 

旅行、見学、遊び等で第２７７０地区以外の地域へ出かける場合、事前に所定の届出用

紙で地区青少年交換委員長に届け出が必要です。宿泊を伴う旅行の場合には、ホストクラ

ブのカウンセラーより本国の両親の同意書類を要請してください。 

☞ Ⅺ．来日学生各種届出書類について 参照。 

 

 

 

１０）カウンセラー報告書 

毎月最低１回は（例会出席の時など）来日学生と面談して生活状態をヒアリングしてく

ださい。来日学生およびホストファミリーから月１回所定の用紙で交換学生報告書を受け

取ってください。各報告書は地区担当委員あてにメールにて提出、ホストスクール学校長

あてにメールまたは郵送（学校指定の送付方法）にて提出してください。もしトラブルの

兆候があったら早急に連絡して相談にのってください。 

 

 

 



49 

 

１１）贈り物 

外国では誕生日、クリスマスなどの特別な日以外には、あまり贈り物をする習慣があり

ません。他のホストファミリーとのバランスを保ちトラブルを防ぐためにも贈り物は慎重

にするようホストファミリーにお話ししてください。 
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Ⅹ.来日学生月報送付手順【重要】 

 

来日学生及びホストファミリーは、留学期間中、毎月の月例報告が義務付けられています。 

月報（月例報告書）送付手順は、以下のとおりです。 

送付方法について、学校あて以外は全て「Ｅメールにファイル添付」で統一してください。 

カウンセラーから学校への送付方法は学校の指示に従ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①来日学生及びホストファミリーは毎月末までに月報を作成し、翌月５日までにカウ

ンセラー宛にメールにて送信してください。 

 ☞【書式-ＩＢＳ-①】来日学生月例報告書（MONTHLY REPORT for IBS） 

 ☞【書式-ＨＦ-①】  来日学生ホストファミリー月例報告書 

・期限に間に合わないことがないよう、毎月早めに着手する習慣をつけましょう。 

 

②カウンセラーは受け取った月報を毎月１０日までに以下へ送信してください。 

 ◆学校長あて（Ｅメールまたは学校の指定する送付方法にて） 

 ◆地区担当委員あて（Ｅメール） 

 ◆クラブ例会にて報告 

・学校へ送付の際は別紙挨拶文を添付してください（Ｅメールの場合は同内容をメール本

文に記載してください）。また、必ず学校長あてとしてください。 

 ☞ 【書式-ＣＣ-①】来日学生月報送付状（学校長宛） 

・内容を確認し、問題があるようなら地区担当委員に報告をして下さい。 

 

③地区担当委員は月報を確認のうえ、委員会全員に共有、ガバナー事務所へ送信。 

  

来日学生 
学 校 

カウンセラー 

地区担当委員 

クラブ例会にて報告 

地区委員会全員に共有 

ガバナー事務所 

① 

② 

③ 

ホスト 
ファミリー 
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Ⅺ.来日学生各種届出書類について【重要】 

 

カウンセラーは来日学生について以下の書類を地区青少年交換委員長あてに提出をお願いい

たします。提出方法はＥメールにファイル添付にてお願いいたします。 

 

１．来日学生ホストファミリー移動報告書 

 来日学生がホストファミリーを移動した場合、移動後速やかに「来日学生移動報告書」を

提出してください。 

 ☞ 【書式-ＣＣ-②】来日学生ホストファミリー移動報告書 

 【提出方法】カウンセラー → 地区青少年交換委員長（Ｅメールにて） 

 

 

２．来日学生 外泊・旅行 報告書 

 来日学生が、①ホストファミリー宅以外に外泊する場合、②宿泊を伴う旅行に行く場合は、 

事前に「来日学生 外泊・旅行 報告書」を提出してください。 

（ただし、地区青少年交換委員会が主催するオプショナルツアーについては提出不要です。） 

 ☞ 【書式-ＣＣ-③】来日学生 外泊・旅行報告書 

 【提出方法】カウンセラー → 地区青少年交換委員長（Ｅメールにて） 

 

 

３．来日学生 地区外外泊許可書 

 来日学生が、当地区以外の地域に宿泊する場合、「来日学生 地区外外泊許可書」を提出し

てください。こちらは来日学生の母国の両親の許可（直筆サイン）が必要となります。 

（ただし、地区青少年交換委員会が主催するオプショナルツアーについては提出不要です。） 

 ☞ 【書式-ＩＢＳ-②】来日学生 地区外外泊許可書 

 ひな形のＷｏｒｄデータに必要事項を入力したものを来日学生の両親にＥメールで送り、

両親にプリントアウトしていただいたものに直筆のサインをいただき、それをスキャンデー

タ（ＰＤＦ）でＥメールにて返送してもらってください。署名入りのＰＤＦはカウンセラー

経由で地区青少年交換委員長にＥメールで提出してください。 

 【提出方法】来日学生 → 母国の両親（印刷のうえ署名してスキャン） → 来日学生 → 

→ カウンセラー → 地区青少年交換委員長（Ｅメールにて） 
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